仕様書

１　件名
医療係事務全般に係る業務委託（単価契約）

　２　履行場所
　　　墨田区指定場所

　３　履行期間
　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

  ４　業務概要
⑴　医療券等発券等業務　別紙１のとおり
医療扶助・介護扶助運営要領に基づき実施する医療券・調剤券・介護券、要否意見書ほか必要帳票類（以下「医療券等」という。）の発券等事務及びこれに附随する事務
⑵　被保護者健康管理支援事業業務　別紙２のとおり
改正生活保護法（令和３年１月施行）に基づき実施する被保護者健康管理支援事業に係る生活習慣病発症予防及び重症化予防を中心とした、被保護者への健康面、医療面への支援、指導及び医療機関受診勧奨等事務
⑶　レセプト内容点検等業務　別紙３のとおり
生活保護法及び中国残留邦人等支援事業に基づき実施する診療報酬明細書、調剤報酬明細（以下「レセプト」という。）の内容点検事務

　 ５　留意事項
1 業務の遂行
ア　体制等
受託者は年度当初から円滑かつ支障なく業務を遂行できるように、業務内容を十分理解し、業務に必要な能力と経験を有する業務責任者を定めること。業務責任者は区と密に連絡、打合せを行いながら、作業の進捗に支障のないよう他の従事者に適切に指示を与えること。
イ　必要資料の提出
契約締結後速やかに、詳細なスケジュール表、実施体制図（情報セキュリティ体制・従事者氏名・資格・役割分担等）を提出すること。
⑵　個人情報の保護及び管理義務
ア　個人情報の保護
個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を厳守するとともに、その保護管理体制を確立し、情報漏洩等がないように努めること。また、本業務が履行された後も同様とする。
イ　守秘義務
受託者は、資料及びデータの紛失、滅失、毀損、盗難等を防止するために必要な措置を講じること。また、本業務のデータ等の使用・保存・処分等に当たっては、秘密の保持に十分配慮するとともに、区の指示に従うこと。
　ウ　作業従事者への教育の実施
受託者の作業従事者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を周知し、在職中及び退職後において、業務に係る事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報保護のために必要な教育を行い、これらの事項を遵守させなければならない。
　　  エ　定期的な報告
受託者は、個人情報保護のために必要な教育の実施状況を報告するとともに、区の指示に従わなければならない。
　　  オ　事故発生時の報告
受託者は、個人情報の漏洩、滅失、毀損、紛失、改ざん等の事故が生じたときは、直ちに区に通知し、その指示に従うとともに遅滞なく書面で報告しなければならない。
⑶　セキュリティ対策
個人情報を取り扱う作業場所は、適切な物理的セキュリティ対策を施してあること。
ア　執務場所におけるセキュリティ対策として、次の事項と同等か同等以上の対策を実施すること。
（ア）執務場所への立入りには名札を着用し、あらかじめ登録している者だけが作業するなどして執務者を限定すること。また、私物の持込みは必要最低限に抑えること。
（イ）区から受領した個人情報を含む磁気媒体は、区保有の保管庫に入れ施錠した状態で管理するなど、データ保管方法において安全・適切な措置を施すこと。
イ　データの授受・返却、廃棄、搬送を行う際は、次の事項と同等か同等以上の対策を実施すること。
（ア）情報を含む磁気媒体の授受・返却及び搬送を行う際は、書面（送付書、受領書）により確認の上、鍵付ケース等に格納し、目的地まで直行すること。
（イ）本業務上不要と判断した中間データ等（入力データと成果物の間に位置するデータであって個人情報を含まないものをいう。）については、あらかじめ区と協議した上で廃棄することができる。
（ウ） 履行期間終了後、貸与された個人情報を含む磁気媒体を区に速やかに返却するとともに、データの消去及び廃棄を行った際は個人情報の内容、日時、方法、場所等の情報とともに、全ての消去が完了した旨を区に書面で報告すること。作業上やむなく発生した複写物又は複製物についても同様とする。
⑷　委託業務の引継
　　受託者は、本業務を円滑に遂行するために必要な一切の業務の引継ぎを区に対して行い、履行期間内に完了させること（契約期間終了後も引き続き本業務を履行することとなる場合を除く。）。
　　　　また、現場のみならず書面においても引継ぎができるようあらかじめそれを備えておくこと。引継ぎに係る計画については、契約締結後速やかに区及び受託者において作成すること。また、引継ぎに要する費用は受託者負担とする。
 　⑸　損害賠償
　　　 受託者は区に損害を与えた場合に十分な賠償を行うに足る損害賠償保険に加入すること。
⑹　従事者への指導等
　　　区は従事者の勤務状況が良好でないと認めるときは、当該従事者への改善の指導を行うよう、又は当該従事者の他の従事者への交代を行うよう受託者へ求めることができる。

６　経費
本業務の履行上必要な経費は、全て契約金額に含まれるものとする。

７　支払方法
　　履行検査確認後、支払う。

８　その他・特記事項
本仕様書に定められていないことで、業務遂行上疑義のある時は、区と受託者との協議により詳細を決定するものとする。

９　担当
墨田区福祉部生活福祉課医療係
電話　０３－５６０８－６１５５（直通）
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